	
道の駅「清川」仕様書

Ⅰ　業務の範囲と基準
１　農産物、物産品等の販売に関する業務
(1) 　本村及び地域の新鮮な農産物の販売を通じて、地域の魅力をPRするとともに農家の新たな販路の確保に努める。
(2) 　収穫時期や気候条件等から本村及び周辺地域の農産物の供給が困難　なものについては、消費者ニーズを踏まえながら、他地域からの調達も含め十分な品揃えの確保に努める。
(3) 　十分な陳列品を確保するため、出品者の拡大に努めるとともに、近隣市町との連携にも留意する。
(4) 　指定管理者は必要に応じて生産者組合（出荷者協議会）を組成することができる。
(5) 　地域事業者等と連携して、農産物の出荷量の確保に努める。
(6) [bookmark: _Hlk43131623]　本村及び地域で製造・加工された物産品の販売を通じて、地域の魅力をPRす
るとともに、商工業者の新たな販路の確保に努める。
(7) 　商品納入にあたって地域事業者等と連携し、特色あるオリジナル商品の開発に努める。
(8) 　品揃えの確保に向け、出荷者等に対する情報提供や 研修等を行う。
(9) 　酒類の販売を実施すること。
(10) その他施設の集客や収益の増加に向けた取組みを実施すること。

２　飲食の提供に関する業務
(1)　地域事業者等と連携し、地産地消などに向けたメニューの提供により、地域の魅力をPRすること。
(2)  季節限定商品など話題性を高める商品の提供に努めること。
(3)  食中毒等が発生しないよう、衛生管理を徹底すること。
(4)  その他施設の集客や収益の増加に向けた取組みを実施すること。

３　観光・地域情報及び道路情報等の発信に関する業務
(1)  本村及び地域の観光情報等の収集及び発信をすること。
(2)  周辺及び広域の道路情報や災害情報等の収集及び発信をすること。
(3)  観光等に関するパンフレットの配置及び配布すること。
(4)  来訪者や電話等による問合せへの対応をすること。
(5)　外国人観光客の対応に向けた取組みを行うこと。
(6)　最新情報の提供に努め、周辺自治体及び観光関係団体と連携すること。


４　イベント等の開催に関する業務
(1)　地域行事や芸術文化及び地域資源をPRするイベントの企画実施に努めること。
(2)　本村及び地域の団体が主催するイベント等を積極的に村内外に周知すること。
(3)　住民や観光客が参加できる体験交流イベントの企画実施に努めること。
(4)　その他施設の集客や収益の増加に向けた取組みの実施に努めること。

５　広報・宣伝等に関する業務
(1)　集客を目的とした企画展や講座等の広報だけではなく、村内外に対して施設自体の認知度を向上させる広報活動に積極的に取組むこと。
(2)  ホームページを開設し、最新の情報提供に努めること。
(3)　SNS等を活用し、その拡散性を有効に活用すること。
(4)　施設パンフレット等を製作し、館内及び他施設で配布するとともに、広く周知すること。
(5)　アンケート等の実施により利用者のニーズを適時に把握するとともに、クレームや苦情に対して適切に対応し、施設運営に反映させること。また、随時村に報告すること。

６　施設等の維持管理に関する業務
(1)　施設内の植栽樹等の維持管理にあたっては、良好な環境及び美観の維持ができるよう、必要な措置を講じること。
(2)　施設等の清掃については、消耗品は常に補充された状態に保ち、良好な衛生環境及び美観の維持ができるよう必要な措置を講じること。
(3)　駐車場は、近隣自治会や警察署等の関係機関及び村と連携し、主に夜間における周辺地域への騒音や防犯への不安解消に努めること。また、イベント開催等で来客が多数見込めるときなどは、駐車場利用者に対する案内板の設置など駐車場の円滑な管理運営に努めること。
(4)　施設 ・設備及び機械等の専門的な保守点検の実施にあたっては、安全性、確実性及び経済性に配慮すること。
(5)　施設内を適宜巡回し、不審者・不審車両の発見及び進入防止、各室の異常の有無の確認及び各所の火災予防点検を実施すること 。また、夜間は機械警備を基本として、必要に応じ巡回警備を行うこととし、異常の発生に際しては速やかに対応できるよう体制を整えること。
(6)　設備機器は日常の点検・整備を基本とし、正常な状態を確認すること。さらに、故障及び異常を発見し、応急措置の必要がある場合は、その波及被害を防止するため適切な措置を講じること。
(7)　清掃等で発生した廃棄物は、可能な限り減量化やリサイクル化に努め、清川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年清川村条例第14号)など関係諸規程に準じて適切に処理すること 。
(8)　施設・設備等が、き損、損壊または短期間のうちに破損、損壊すると見込まれ、安全確保及び適切な管理運営のため、応急的な修繕を行う必要がある場合は、速やかに修繕方法の検討及び見積作成等を行い、村に提出した後に速やかに必要な措置を講じること。また、次年度以降の計画的な修繕で対応可能な場合は、必要となる修繕項目、修繕内容、修繕方法、必要経費、優先順位等を整理し、村に提出すること。

７　安全管理に関する業務
(1)　職員の中から防火管理者を選任し、施設の消防計画を作成するとともに、消防訓練を実施すること。
(2)　事故発生に備え、あらかじめ緊急時における対応マニュアルを作成しておくこと。
(3)　事故や急病等が発生した場合には、負傷者、急病人の救済、保護などの応急措置を講じるほか、状況に応じて関係機関に連絡をとり対処すること。
(4)　地震、火災などの災害発生時は、迅速かつ的確に情報を利用者に伝達するとともに避難誘導体制を確立し、安全確保に取り組むこと。
(5)　事故等対応後は速やかに村に報告すること。

８　防災に関する業務
地震、台風等の大規模な自然災害が発生した場合、村及び国・県等関係機関と連携し、次の業務を行うとともに、災害時等に備え適切な管理を行うこと。
・利用者への一時避難場所の提供
・トイレ、飲料水及び食料等の提供
・道路、被災情報等の提供
・広域応援活動拠点として協力すること


Ⅱ	業務計画等
１　事業計画書の提出
毎年２月末までに、次に掲げる事項を記載した次年度の事業計画書及び収支予算を作成し、村へ提出すること。なお、作成にあたっては村と調整を図ること。
(1)　管理運営の年度方針(方針、管理運営目標)
(2)　管理運営体制(運営組織図、業務・責任分担、配置計画等)
(3)　運営計画(広報、集客、サービス向上、個人情報管理 、危機管理、地域連携等)
(4)　主要事業の実施計画(指定事業、提案事業及び自主事業等)
(5)　施設維持管理計画(保守点検計画、修繕計画、再委託計画等 )
(6)　収支計画

２　事業報告書の提出
毎年度終了後30日以内に、清川村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年清川村条例第29号）により、指定管理者事業報告書を次に掲げる事項を添付して村へ提出すること。また、指定管理者としての業務に係る会計については他の会計と区分して経理し、専用口座で管理すること。
なお、下記項目については、月ごと及び日ごとに作成すること。その際の提出期限は翌月の10日までとする。
(1)  管理運営の実績(施設・設備の点検状況(再委託分も含む)、苦情処理等)
(2)　農林水産物販売実績
(3)　利用実績(利用者数、稼働率等)
(4)　利用者アンケート結果 (集計結果、自己評価、反映状況)
(5)　課題分析と提案 (管理運営における課題の分析とその解決のための効果的な提案)
(6)  収支決算書
(7)  その他管理の実態を把握するために必要な書類

３　予算資料
施設修繕費など、村が道の駅「清川」の管理運営に係る予算を措置するために必要とする資料を作成すること。なお、具体的な資料の内容、提出期限(例年10月末頃)については、別途指示する。

４　記録等の保存
管理運営及び経理状況に関する帳簿類は常に整理し、指定業務開始日か　ら起算して５年間保存すること。また、村から請求のあった際は速やかに提示するものとし、指定期間終了時には村へ引き継ぐこと。


Ⅲ　物品の管理
１　備品の準備
施設の管理運営において必要となる備品や什器類の負担及び管理区分については、村と指定管理者とで協議したうえで決定するものとします。ただし、指定管理者の要望により、標準的グレードを大きく上回る仕様とするときは、指定管理者の負担とする場合があります。

２　備品の管理
村の所有に属する備品については、清川村財産規則(昭和50年清川村規則第９号)に基づき、適切に管理すること。

３　備品の購入(追加)及び、帰属
施設の管理運営のために備品が必要となった場合は、原則、指定管理者が購入し、指定管理者の帰属とする。


Ⅳ　その他
１　個人情報の取扱い
指定管理者及び管理の業務に従事している者(以下、従事者という)は、その業務を行うにあたっては、清川村個人情報保護条例(平成17年清川村条例第21号)の規定を遵守し、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、または不当な目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、または従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

２　事業実施状況の監視等
監査委員等が村の事務を監査するために必要があると認める場合、指定管理者に対して帳簿書類その他の記録の提出を求めることがある。

３　道の駅連絡会への登録
関東ブロックの各道の駅管理者で組織する関東「道の駅」連絡会の会員となり、情報収集に努めるとともに、連携した活動を行うこと。
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